
○ 申請によるサポートカー限定条件の付与等に関する運用上の留意事項につ

いて（通達） 

 

（令和４年５月６日付け香運免第 165号） 

 

道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第 42号）による改正後の道

路交通法（昭和 35年法律第 105号。以下「法」という。）第 91条の２の規定に

より、運転免許（以下「免許」という。）を受けた者は、公安委員会に対し、免

許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定するなどの条件（以

下「サポートカー限定条件」という。）を付し、又はこれを変更することを申請

することができることとされ、令和４年５月 13日から関係規定が施行されると

ころ、本制度の運用上の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺漏の

ないようにされたい。 

記 

１ サポートカー限定条件の趣旨 

  運転に不安を覚える高齢運転者等に対して、運転免許証（以下「免許証」と

いう。）の自主返納だけでなく、より安全な自動車等に限って運転を継続する

という中間的な選択肢を設けるものである。 

２ サポートカー限定条件の内容 

サポートカー限定条件は、普通免許により運転することができる普通自動

車の種類を次のいずれかに該当するものに限定する条件とされている（道路

交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和４年内閣府令第７号）による

改正後の道路交通法施行規則（昭和 35年総理府令第 60号。以下「府令」とい

う。）第 18条の６第１項）。 

なお、後付けの装置については、サポートカー限定条件の対象とはならない。 

(1) 国土交通大臣による性能認定を受けた衝突被害軽減ブレーキ及びペダル

踏み間違い時加速抑制装置を備えた自動車 

次のア及びイに掲げる装置の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施

要領（平成 30年国土交通省告示第 544号。以下「実施要領」という。）第

３条の認定が行われた普通自動車。ただし、オートマチック・トランスミッ

ションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられている自動車（Ａ

Ｔ車）以外の自動車（ＭＴ車）にあっては、イに掲げる装置を備えることを

要しない（別添１参照）。 

ア 実施要領第１条第３号に規定する衝突被害軽減制動制御装置 

イ 実施要領第１条第４号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い

急発進抑制装置又は同条第５号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制

装置 

(2) 道路運送車両の保安基準に適合する衝突被害軽減ブレーキを備えた自動 



 車 

乗車定員が 10人未満の普通自動車であって当該普通自動車に備える前方

障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が

道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第３章及びこれに基づく命令の

規定に適合するもの。具体的には、道路運送車両の保安基準の細目を定める

告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）第 15 条第８項の基準に適合す

る衝突被害軽減制動制御装置（同条第７項に規定する衝突被害軽減制動制

御装置をいう。）を備えるもの（別添２参照）。 

３ 対象車両の確認方法 

  サポートカー限定条件で運転することができる対象車両については、メー

カー別対象車両一覧表を警察庁ホームページに掲載するので、メーカー、通称

名、型式、車台番号等により確認すること。 

４ サポートカー限定条件の表記方法 

免許証におけるサポートカー限定条件の表記は、「普通車はサポートカーに

限る」とする。 

５ サポートカー限定条件の付与又は変更（以下「付与等」という。）の基準 

次のいずれかに該当する場合を除き、免許を受けた者から法第 91 条の２第

１項の規定により申請があった場合は、同条第２項の規定によりサポートカー

限定条件の付与等を行うものとする（道路交通法施行令の一部を改正する政令

（令和４年政令第 16号）による改正後の道路交通法施行令（昭和 35年政令第

270号。以下「令」という。）第 33条の６）。 

(1) 普通免許とその上位免許（法第 71条の５第２項に規定する上位免許をい

う。以下同じ。）を受けている場合において、普通免許についてのみ条件の

付与の申請をしたとき 

普通免許に条件の付与の申請をした者が、普通免許の上位免許を保有し

ている場合は、当該申請に係る普通免許のみに条件を付与したとしても、当

該普通免許の上位免許によって当該普通免許の条件に違反するような自動

車を運転することが可能であり、そのような条件を付す実益はないことか

ら、そのような条件の付与は行わない。 

(2) 公安委員会による審査の結果、条件の変更が適当でないと認められると

き 

   普通免許に条件の付与を受けている者がその変更（解除）を申請した場合

において、法第 91条の２第３項の規定により公安委員会が行う審査の結果、

当該普通免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を

防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるときは、条件

の変更（解除）は行わない。 

６ サポートカー限定条件の申請を受け付けるに当たっての留意事項 

 (1) 条件を付すことができる免許 



   前記２のとおり、サポートカー限定条件は、普通免許により運転すること

ができる普通自動車の種類を限定する条件に限られていることから、サポ

ートカー限定条件を付与等することができる免許は、普通免許に限られる

こととなる。 

   したがって、中型（８トン限定）免許を含め、普通免許の上位免許を受け

ている者がサポートカー限定条件の付与を希望する場合は、次の区分に応

じてそれぞれに定める手続をとった上で、普通免許に条件を付与すること。 

ア 普通免許の上位免許を保有しており、普通免許を保有していない場合 

普通免許の上位免許について申請取消し（法第 104 条の４第２項の規

定による免許の取消しをいう。以下同じ。）を行うとともに、同条第１項

後段の規定による普通免許を受けたい旨の申出に基づき、同条第３項の

規定により普通免許を与えること。 

イ 普通免許の上位免許と普通免許を保有している場合 

普通免許の上位免許について申請取消しを行うこと。 

(2) 申請手続 

サポートカー限定条件の付与等の申請は、府令別記様式第 13の６の運転

免許条件申請書を提出して行うものとされており、この場合において、申請

者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならないことと

されている（府令第 18条の６第２項）。 

 (3) 申請者の意思の確認及び申請者に対する説明 

   申請を受け付けるに当たっては、申請者の意思を確認するとともに、申請

者に対し、サポートカー限定条件の付与を受けた後は、２(1)又は(2)以外の

普通自動車を運転することができなくなる旨、運転した場合は免許条件違

反となる旨及び当該条件の解除を希望する場合は公安委員会による審査

（指定自動車教習所において限定解除のための教習を受ける場合も含む。）

を受ける必要がある旨を説明すること。 

また、サポートカー限定条件の付与を行う場合は、申請者に対して、運転

免許課作成の書面を交付するなどして、以下の事項について説明すること。 

ア ２の対象車両の範囲 

イ ３の対象車両の確認方法 

ウ サポートカー限定条件の対象となる車両に備えられている２(1)及び

(2)の装置は、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を

行うことを前提とした運転支援技術であることから、その限界や注意点を

正しく理解し、その技術を過信せずに運転する必要がある旨 

 (4) 手数料の取扱い 

ア 申請取消しを行わずに普通免許にサポートカー限定条件を付与する場

合は、手数料は不要である。この場合は、法第 93条第２項の規定により、

免許証の裏面備考欄に前記４の条件を記載すること。ただし、同時に再交



付を申請する場合は、再交付手数料を徴収すること。 

イ 申請取消しを行う場合のうち、上記(1)アの場合は、法第 104条の４第

３項の規定により免許を与えるに際して、免許証交付手数料を徴収する

こととなる（法第 112条第１項第３号）。 

ウ 申請取消しを行う場合のうち、上記(1)イの場合は、法第 107条第２項

の規定により免許証を交付することとなることから、手数料を徴収する

ことはできない。 

エ 上記(1)アの手続を免許証の再交付又は有効期間の更新の機会に行う 

場合は、免許証再交付手数料又は免許証更新手数料のみを徴収し、免許証

交付手数料は徴収しないものとする（法第 112 条第１項第４号及び第５

号）。 


